
はじめに

International Council on Archives（以下、ICA）

は、1948年に設立されたアーカイブズの国際機関

である。当館では「国際公文書館会議」と訳して

いるが、国際文書館評議会、国際アーカイブズ評

議会とも訳されている。ICA は、国や地方公共

団体により設立された「公文書館」にとどまらず、

企業や大学の資料館、アーキビスト養成に携わる

教育機関など、広くアーカイブズに関係する団体

や個人が会員となっており、HP によれば、現在

195の国と地域から約1,500の会員が加盟してい

る。1 国立公文書館は、館が設立された翌年の1972

年に ICA に加盟、以後40年にわたってその活動

に参画し、参加した会合の報告を本誌（本誌創刊

以前は「北の丸」）に毎年掲載している。

2012年はオリンピックイヤーであると同時に、

ICA が 4 年に 1 度開催している ICA 大会の開催

年でもある。この機会に、国際的なアーカイブズ

連携の要（かなめ）となっている ICA の沿革と

現在の活動について、改めて紹介したい。

1.	ICAの沿革

1.1　設立までの背景

アーカイブズに関する最初の国際会議は、1910

年 8 月にベルギーのブリュッセルで開催された、

アーキビストとライブラリアンに関する国際会議

（The Congress of Archivists and Librarians）で

あるとされている。この会議はベルギーのアーキ

ビスト Joseph Cuvelier らの尽力により開催され

たもので、アメリカからも代表団が参加し、アー

キビスト教育や出所原則などの重要なテーマが話

し合われたが、残念ながら会議の継続的な開催は

実現しなかった。2

第 2 次世界大戦終結後、 1 ）国際連合教育科学

文化機関（UNESCO）がパリを本部として設置

され、教育・科学・文化分野の非政府機関を支援

し た こ と、 2 ）1946年 に ア メ リ カ の 修 復 家

Chauncey J. Hamlin の尽力により、国際博物館

連盟（International Council of Museums、ICOM）

が設立されたこと、などが牽引力となり、アーカ

イブズのための国際機関設立の機運が高まった。3

中心となったのは、第 2 代合衆国アーキビスト（国

立公文書館長）であり、米国アーキビスト協会

（Society of American Archivists, 以 下、SAA）

の会長でもあった Solon J. Buck であった。Buck

は1946年10月の SAA の年次総会で次のように述

べている。「... 世界中の人類のアーカイブズ遺産

の有効な利用を守り、発展させ、促進する役割を

担う国際機関が必要です。このような機関がアー

キビストの手で設立され、運営されるべきだと信

じます。この機関は独立機関であるべきですが、

国連及びその傘下の関連機関である国連教育科学

文化機関、UNESCO との関係を持ったものでな

ければなりません。」4 Buck は、国際協力が必要

な課題として次の12項目を挙げている。 ⑴ 一国

に留まらない国際的な活動に関するアーカイブズ

の保存、⑵戦争で被害を受けたアーカイブズの再

生、⑶戦争からのアーカイブズの保護、⑷国際平

和調停の記録、⑸大量に存在する近代記録の取り

扱い、⑹映像や音声記録等の多様な媒体の保存、

⑺記録の写真複製物作成、⑻写真複製の国際交換、

⑼アーカイブズ用語の統一、⑽効果的な検索補助

資料の作成、⑾アーキビストの研修、⑿国際アー
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カイブズガイドの新版準備。これらの課題に取り

組む国際機関を設立するため、米国国立公文書館

は1946年 9 月に UNESCO に対して、以下の 3 つ

の要望を盛り込んだ提言書を作成した。 1 でき

れば1947年中に国際アーキビスト会議を招集し、

2 会議の議題を準備するための暫定国際アーキ

ビスト委員会を設け、会議をアーキビストと

UNESCO の間の恒久的な連携を図る組織とする

よう尽力し、 3 UNESCO の事務局に、アーカイ

ブズに関する小規模だが常設の部署を置くこと。

Buck は講演の中で「我々は、UNESCO、ある

いはその他の適切な政府間又は非政府間のチャン

ネルを通じて、国内外の政府からの命令に縛られ

ること無く、自由に我々自身がプログラムを開発

し実行していくことができる機関を設立したいと

考えています。」と述べており、5 当初からアーキ

ビスト主体の非政府的な国際組織を構想していた

ことが読み取れる。Buck らアメリカのアーカイ

ブズ関係者の強い働きかけにより、1946年12月の

UNESCO 第 1 回総会において、アーキビストの

国際組織の創設を推進する勧告が採択され、翌年

11月の第 2 回総会で、1948年にアーカイブズ国際

機関の創設準備会議を開催するための予算4,000

ドルが認められた。6

1.2　ICA の誕生

1948年 6 月 9 日、各国の国立公文書館の代表が

パリのユネスコ本部に集結した。集まったのは、

米国国立公文書館長Solon J. Buck、フランス国立

公文書館長Charles Samaran、イギリス国立公記

録館副館長Hilary Jenkinson、メキシコ国立公文

書館長Julio Jimenez Rueda、イタリア国立公文

書 館 長Emilio Re、 オ ラ ン ダ 国 立 公 文 書 館 長

D.P.M.Graswinckel、チェコスロバキアの Vaclav 

Husak、 ノ ル ウ ェ ー 国 立 公 文 書 館 長Asgaut 

Steinnes らである。これに先立ち、Buck の指示

によりコロラド州立公文書館長Herbert Brayer

と国立公文書館の Oliver Wendell Holmes が ICA

憲章草案を作成し、会議で検討の結果、一部修正

を経て 6 月 9 日に ICA 憲章（以下、憲章）が採

択され、フランスの Samaran 館長が会長に就任

した。7 ICA では、1948年 6 月 9 日を創立記念日

とし、2007年の年次総会でこの日を「国際アーカ

イブズの日」と定め、各国でアーカイブズの普及

啓発活動を行うことを奨励している。

憲章に基づく ICA 第 1 回総会は、1950年 8 月

23日に、パリのユネスコ本部で開催された。国連

加盟の各国に招待状が送られ、加盟が認められて

いなかったドイツ、スペインにも個人扱いで通知

が送られた。ロシアとその同盟国は参加しなかっ

たが、30カ国350名の登録があったという。8 総会

では、憲章の修正による会員種別と分担金の決定、

役員の選出等が討議された。続いて国際会議がフ

ランス国立公文書館で開催され、「アーカイブズ

の編成におけるコントロール」「アーカイブズと

マイクロ化」「個人（経済）アーカイブズ」「書誌

刊行物」の 4 つのセッションが組まれ、それぞれ

各国の代表が報告を行った。ノルマンディー地方

への視察や、フランス国立公文書館長主催の夕食

会など、華やかな社交行事も行われた。

アーカイブズに携わるプロフェッショナル及び

各国国立公文書館のリーダーが集い、自由に討議

し、共通の課題に取り組む。一方で晩餐会や開催

国の豊かな文化にふれる視察を通じて、世界各国

からの参加者の友好を深める。このような ICA

の年次会合のあり方は、第 1 回大会から60年以上

を経た現在も、基本的には変わっていない。

2.	ICAの現在の組織

変わらないものがある一方で、ICA 創設当時

から現在までの60年間に起こった世界的な政治・

社会情勢の変化が、ICA にも多大な影響を与え

たことは言うまでもない。特に、近年の紙から電

子への記録媒体の移行、インターネットやソー

シャルメディアの出現、グローバルな規模で展開

する経済状勢などが、ICA の組織のあり方にも

影響を与えている。ここからは、憲章 9 の規定及

び筆者が館の国際担当として実際に ICA の活動

に関わった経験をもとに、現在の ICA の組織と

活動について説明する。
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2.1　ICA の目的

ICA は、憲章（Constitution）に基づいて運営

されている。憲章前文は、アーカイブズについて

次のように述べている。「アーカイブズは、国家

や社会の記憶を構成し、アイデンティティを形成

し、情報社会の礎となるものである。人類の活動

や業務の証拠を提供することによって、アーカイ

ブズは行政を支援し、個人、組織、国家の権利の

基礎となる。公的情報及び歴史知識に対する市民

のアクセス権を認めることにおいて、アーカイブ

ズは民主主義、説明責任、良好な統治にとって、

不可欠なものである。」このようにアーカイブズ

を位置づけた上で、第 2 条では ICA の目的を以

下のように定めている。「ICA の目的は、アーカ

イブズ及び記録管理に関する専門的な諸問題、な

らびにアーカイブズ機関の運営と組織に関する経

験、研究、意見を共有することによって、記録及

びアーカイブズの管理と利用、及び世界中の人類

のアーカイブズ遺産の保存を推進することであ

る。」この目的に沿って、世界各国のアーカイブ

ズ関係者が多様な課題に取り組んでいる。

2.2　会員構成

ICA には、現在以下の 4 つの会員カテゴリーが

ある。（憲章第 4 条）

Ａ）国立公文書館等

各国の国立公文書館や中央公文書館機構。連邦

を構成する独立性の高い州等の公文書館もＡ会員

として認められている（カナダ、ドイツ等）。ま

たフランスのように、国立公文書館や地方公文書

館等が所属する政府機関（Service interministé-

riel des Archives de France, SIAF）が、国を代

表しＡ会員として加盟しているところもあれば、

複数の国立公文書館がＡ会員となっている国もあ

る。例えばイギリスは、国立公文書館（連邦及び

イングランド、ウェールズ）、スコットランド国

立公文書館、北アイルランド公記録館の 3 つの独

立した国立公文書館が存在し、それぞれＡ会員と

して加盟している。

年次総会（AGM） 年次会合

 （大会開催年以外）

執行委員会

（EB） 

管理運営
委員会

（MCOM） 

地域支部（13）

ラテンアメリカ（ALA）
アラブ（ARBICA）
カリブ（CARBICA）
中央アフリカ（CENARBICA）
東アジア（EASTICA）
東・南アフリカ（ESARBICA）
ユーラシア（EURASICA）
ヨーロッパ（EURBICA）
北米（NAANICA）
太平洋（PARBICA）
東南アジア（SARBICA）
南・西アジア（SWARBICA）
西アフリカ（WARBICA）

ICA大会

（４年ごと）

プログラム

コミッション

（PCOM）

国立公文書館長
フォーラム  

監査

委員会

国際アーカイブズ
開発基金理事会
（FIDA）

セクション（13）

教育研修（SAE）
公証記録（SAN）
建築記録（SAR）
企業労働（SBL）
国際機関（SIO）
宗教教会（SKR）
文学芸術（SLA）
地方自治体（SLMT）
専門職団体（SPA）
スポーツ（SPO）
議会政党（SPP）
大学研究機関（SUV）

（以下暫定）
印章学（SSG）

表 1 　ICA の組織
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Ｂ）専門職団体

憲章では、「記録及びアーカイブズの管理・保

存、又はアーカイブズに関する研修及び教育に専

門的関心を有する個人、又は団体により構成され

る」国レベル及び国際的な団体（associations）、

と定められている。具体的には、アーキビストや

アーカイブズ関係機関を会員とする全国規模の団

体、アーカイブズの専門教育機関や教育者を会員

とする協会等がここに入る。日本では、全国歴史

資料保存利用機関連絡協議会及び日本アーカイブ

ズ学会がＢ会員として加盟している。

Ｃ）アーカイブ関係機関

地方公文書館、企業アーカイブ、大学アーカイ

ブ、アーキビスト教育・研修機関（大学）など、

個別の機関は C 会員となる。日本からは、現在

渋沢栄一記念財団、秩父宮記念スポーツ博物館が

Ｃ会員として加盟している。

Ｄ）個人会員

アーカイブズ関係機関、アーキビスト教育・研

修機関の職員または職員であった個人も、会員と

して参加できる。

会員カテゴリーごとに年会費が設定されている

が、財政上は、ICA 予算の 8 割以上をＡ会員が

負担している。Ａ会員については国ごとに分担金

が定められ、複数のＡ会員を持つ国は、それぞれ

国内でその分担方法を調整している。ICA では

現在、各会員の会費の見直しを行っており、Ａ会

員については、国の豊かさと人口を指標とした新

たな分担金算出方式が提案されている。2011年度

分担金額を見ると、200ユーロから10万ユーロま

で国によって大きな差がある。今回の見直しは、

先進国数カ国に頼り過ぎている現状を改め、分担

金額上位国の金額を減らし、その分他のＡ会員の

負担額を増やして、少しでも平準化を図ることを

目的としている。2012年 8 月にブリスベンで開催

される次の年次総会で決定される予定である。

国レベルのＢ会員の年会費は、2012年 4 月現在

で、会員団体の収入によって50ユーロから400ユー

ロまでの 5 種類に分けられている。ARMA イン

ターナショナルのような国際的な組織については

600ユーロである。Ｃ会員は150ユーロ、Ｄ会員は

100ユーロ（学生は20ユーロ）となっている。

ICA への加盟を希望する場合は、HP に掲載さ

れているフォームにより加盟申請できるが 10、Ａ、

Ｂ会員については執行委員会、Ｃ、Ｄ会員につい

ては管理運営委員会による加盟の承認が必要であ

る。（憲章第 7 条）

2.3　役員の選出

会長をはじめとする ICA の役員は、以前は話

し合いにより決定されていたが、2004年の憲章改

正で選挙により選出することが決まり、2005年春

に、年次総会で投票権を有するＡ、Ｂ会員等の投

票による初の役員選挙が行われた。その後2007年

及び2011年の憲章改正で役職・任期等が改正さ

表2　選挙により選出される ICA 役員（敬称略）

役　　職 任期 2010～2014年／2012～2014年の役員

会長 2 年 Martin Berendse　（オランダ国立公文書館長）

財政担当副会長 4 年 Andreas Kellerhals（スイス連邦公文書館長）

マーケティング &
プロモーション担当副会長

2 年
Didier Bondue

（サンゴバン社アーキビスト、企業労働セクション委員長）

プログラム担当副会長 2 年
Henri Zuber

（フランス国鉄文書館長、専門職団体代表副会長）

監査委員長 4 年 Atakilty Assefaasgedom（元エチオピア国立公文書館長）

監査委員会委員 4 年
4 地域（アフリカ・アラブ、アジア・オセアニア、ヨーロッパ・北米、
ラテンアメリカ・カリブ）の代表 4 名。
・ 2 年ごとに半数ずつ改選。

国立公文書館長
フォーラム事務局メンバー

4 年
同上 4 地域の代表 4 名。
・ 2 年ごとに半数ずつ改選。
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れ、現在は表 2 のような役職が選挙によって選出

されている。任期 2 年の役員の再選は 3 度まで、

4 年の役員の再選は 1 度まで、いずれも最長 8 年

間在職可能。（憲章第25条）これら選挙により選

ばれた役員のほか、ICA 大会担当（大会ホスト

国代表）、専門職団体代表（専門職団体セクショ

ン委員長）、地域支部代表、セクション代表の 4

名の副会長がいる。地域支部とセクションの代表

は、それぞれ地域支部議長、セクション委員長が

協議して決めている。

2.4　管理運営のための組織

ICA の最高決議機関は、年次総会（Annual 

General Meeting, AGM）である。通常年 1 回、

後述の大会や年次会合の開催期間に合わせて開か

れている。年次総会は、憲章第23−24条により、

ICA の戦略の決定、ICA の諸活動に関する会長

報告の承認、執行委員会が選出した事務総長の承

認、財務報告や決算書及び予算の承認、各会員の

会費の決定、憲章改正の承認、地域支部・セクショ

ンの設立承認等を行う。Ａ、Ｂ会員には投票権が

各 2 票ずつ配分されており、国によってＡ、Ｂ会

員がそれぞれ 2 会員以上存在する場合は、各国内

で協議して投票権の行使の手続きを定める。Ｃ、

Ｄ会員は発言権はあるが、投票権は与えられてい

ない。この他、選挙で選ばれた役員は 1 票の投票

権を持つ。（憲章第19～20条）

年次総会の定足数は投票権者の25％で、 1 ア

フリカ・アラブ地域　 2 アジア・オセアニア地

域　 3 ヨーロッパ・北アメリカ　 4 ラテンアメ

リカ及びカリブの異なる 4 地域のうち、 3 地域以

上から出席していることを条件としている。年次

総会参加者は事前の登録を義務付けられ、決議は

出席者の過半数の票をもって成立する。ただし、

憲章改正の場合のみ、出席者の 3 分の 2 以上の多

数決を必要とする。（憲章第21～22条）

年 次 総 会 の 下 に は 執 行 委 員 会（Executive 

Board, EB）がおかれ、年次総会で採択された方

針やプログラムを遂行する責務を担う。毎年春と

秋の 2 回開催されている。執行委員会は、会長、

副会長、各地域支部議長、各セクション委員長、

事務総長、事務次長から構成されるが、事務総長、

事務次長には投票権は無い。当館の館長は、2005

～2008年まで ICA 副会長を、また2007～2011年

まで東アジア地域支部議長を務めたため、2005～

2011年の通算 7 年間にわたり執行委員会のメン

バーとなり、ICA の運営に直接参画した。

執行委員会の下に、さらに管理運営委員会

（Management Commission, MCOM）という実施

組織が置かれている。執行委員会メンバーのうち、

地域支部議長とセクション委員長については、そ

れぞれ 2 名ずつが代表として参加している。年間

3 ～ 4 回程度、執行委員会開催時の春秋 2 回のほ

か、その間の 1 ～ 2 月、 6 ～ 7 月ごろに開催され

ている。執行委員会から管理運営委員会に取り扱

いを委任された事項を処理し、執行委員会の準備

にあたる。執行委員会は英仏同時通訳のブースも

用意され、人数も30名前後となる大きな会議であ

るが、管理運営委員会は事務局を含めて10数名で

あり、英仏両言語を操るメンバーが通訳役を務め、

机を囲んで十分な議論を行う。ICA の重要な方

針については、まず管理運営委員会で議論を戦わ

せて草案を練り、執行委員会を経て年次総会にか

けられている。

執行委員会と管理運営委員会は、役員が回り持

ちで招致することが多い。例えば当館館長が副会

長を務めていた2006年 5 月には、東京で執行委員

会を開催した。2012年の春の執行委員会は、財政

担当副会長を務めるスイス連邦公文書館長がホス

トとなり、スイスの首都ベルンで開催される。

これらの管理運営組織や ICA の活動全般を監

視する組織として、監査委員会（Audit Commis-

sion, ACOM）が設けられている。2011年の監査

委員会による提言では、執行委員会と管理運営委

員会の役割分担を会議細則を設けて明確にし、会

合の回数を減らして委員の負担を軽減するよう提

案するなど、組織の効率化を提唱している。

2.5　プログラムコミッション

近年、存在感を増しているのがプログラムコ

ミッション（Program Commission）、通称PCOM

である。PCOM の役割は、ICA の専門的技術的
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プログラムを準備し実施に移すことである。（憲

章第48条）年に 1 回会員を対象にプロジェクトの

募集を行い、審査に合格したプロジェクトに活動

資金を援助するとともに、その進捗状況を監視す

る。また、地域支部、セクション、委員会等の活

動、及び ICA 大会その他の会議準備の進捗状況

の監督、国際アーカイブズ開発基金の助成金につ

い て の 助 言 を 行 う。2011年 の PCOM 予 算 は

123,882ユーロで、そのうち89,882ユーロがプロ

ジェクトへの支援に充てられている。2011年の募

集に対し応募のあったプロジェクトは15件で、 8

件が ICA のプロジェクトとして認められ、 7 件

に対し資金援助を行った。11

現在PCOM が重点的に推進しているプログラ

ムは、「若手・新人専門職」「緊急事態管理及び災

害予防」「グッドガバナンス」「デジタル・レコー

ドキーピング」の 4 つで、ワークショップやセミ

ナーの開催、奨励賞や基金の設置等を支援してい

る。2011年の憲章改正で、今後は年次会合の専門

プログラムの編成についても PCOM が担うこと

になった。

2.6　大会、年次会合、国立公文書館長フォーラム

冒頭でも触れたように、ICA は 4 年に 1 度、大

規模な大会（International Congress on Archives）

を開催している。2012年の第17回ICA 大会は、

8 月20日～24日、オーストラリアのブリスベンで

開催される。また、2016年の大会は、韓国のソウ

ルで開催されることがすでに決定している。大会

には、登録料を払えば誰でも参加できる。

大会が開催されない年には、これまでＡ、Ｂ会

員のみが参加できる国際公文書館円卓会議（CI-

TRA）が開催されていたが、2011年10月にスペ

インのトレドで開催された年次総会で CITRA の

廃止が決定され、1954年にパリで第 1 回を開催し

て以来第43回トレド会合まで、57年間続いた歴史

に幕を閉じた。

CITRA に 替 わ っ て、 年 次 会 合（Annual 

Conference）が開催されることが決まった。年

次会合は、 1 年次総会などの運営会合　 2 国立

公文書館長フォーラム　 3 専門的なテーマのセ

ミナーにより構成され、これまでの CITRA 事務

局に替わって国立公文書館長フォーラム事務局が

設置された。前述のように 3 のセミナーの編成

は PCOM が担当する。年次会合には、Ａ、Ｂ会

員だけでなく、ICA 会員であれば誰でも参加で

きる。CITRA の廃止の背景には、ここ数年重ね

られてきた ICA の財政基盤強化等に関する議論

がある。年次会合への参加を認めることで、Ｃ、

Ｄ会員の加入を促進すること、また近年の経済状

況の悪化や電子政府化の進展などにより、政府か

ら多くの課題を突きつけられているＡ会員の

フォーラムを設けて、そのニーズに応えることが

期待されている。年次会合は2013年から開始され

るが、開催地については2012年の年次総会で決定

される見込みである。

2.7　国際アーカイブズ開発基金

国 際 ア ー カ イ ブ ズ 開 発 基 金（Fund for the 

International Development of Archives, FIDA）

は、主に開発途上国におけるアーカイブズの発展

のために設けられた基金で、ICA 予算から配分

される資金と、一般の寄付による資金を財源にし

ている。ICA の財政危機が顕在化して以降、しば

らく活動を休止していたが、2009年に理事会が再

編成され、元イギリス国立公文書館長の Sarah 

Tyacke 氏が理事長に就任した。2010年から助成

希望者の募集を再開している。助成が認められた

プロジェクトには、ガイアナのアーキビスト研修、

東・南アフリカ地域支部による視聴覚資料アーキ

ビスト及び写真修復家のための研修、フィジーの

アーキビストのニュージーランド国立公文書館に

おける研修などがある。2011年の募集には20件の

応募があり、そのうち 4 件について、2,500～8,000

ユーロを助成することが決まっている。FIDA で

は、これら補助金の交付のほか、プロジェクトを

実施するにあたっての助言や提案、他の応募可能

な補助金の紹介なども行っている。現在、当館前

館長がアジア地域を代表する理事を務めている。

2.8　地域支部

ICA には表 3 のように13の地域支部がある。

元々当該地域の専門団体として以前から存在し、
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支部名 設立年 加盟国・地域（アルファベット順）

ALA
（ラテンアメリカ
地域支部）

1976年
アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ド
ミニカ共和国、エクアドル、メキシコ、パナマ、プエルトリコ、ウルグアイ

ARBICA
（アラブ地域支部）

1972年
アルジェリア、バーレーン、エジプト、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、モー
リタニア、モロッコ、オマーン、サウジアラビア、スーダン、シリア、チュニジア、
アラブ首長国連邦、イエメン

CARBICA
（カリブ地域支部）

1975年

アンティグア ･ バーブーダ、アルーバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ、
ケイマン諸島、キュラソー、ドミニカ国、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、マルティニー
ク（仏）、プエルトリコ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セン
トビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバコ、米領バー
ジン諸島

CENARBICA
（中央アフリカ地
域支部）

1982年
アンゴラ、ブルンディ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ民主共和国、コ
ンゴ共和国、ガボン、ルワンダ、サントメ・プリンシペ

EASTICA
（東アジア地域支
部）

1993年 中国、日本、韓国、北朝鮮、モンゴル、香港、マカオ

ESARBICA
（東・南アフリカ
地域支部）

1969年
ボツワナ、コモロ、ジプチ、エリトリア、エチオピア、ケニア、レソト、マダガスカル、
マラウィ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、セーシェル、南アフリカ、スワ
ジランド、タンザニア、ザンビア、ジンパブエ

EURASICA
（ユーラシア地域
支部）

2000年
アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、モルドバ、
モンゴル、ロシア、ウクライナ、ウズベキスタン

EURBICA
（ヨーロッパ地域
支部）

2001年

アンドラ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、
エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、
ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、コソボ、ラトビア、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、
マン島、モルドバ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、ロシア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、
スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス

NAANICA
（北米アーカイブ
ネットワーク）

2004年 カナダ、アメリカ

PARBICA
（太平洋地域支部）

1981年

米領サモア、オーストラリア、クック諸島、フィジー、仏領ポリネシア、グアム、キ
リバス、マーシャル諸島、ミクロネシア、ナウル、ニューカレドニア、ニュージーラ
ンド、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、
トンガ、ツバル、バヌアツ

SARBICA
（東南アジア地域
支部）

1968年
ブルネイ、カンボジア、東チモール、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、
フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム

SWARBICA
（南・西アジア地
域支部）

1976年 バングラデシュ、ブータン、インド、イラン、ネパール、パキスタン、スリランカ

WARBICA
（西アフリカ地域
支部）

1977年
ベニン、ブルキナファソ、カーボヴェルデ、コートジボワール、ガンビア、ガーナ、
ギニア、ギニアピサウ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、モーリタニア、
セネガル、トーゴ

表3　ICA 地域支部12
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後に ICA の地域支部として承認された支部も含

まれる。現在の憲章の地域支部に関する主な規定

には以下のようなものがある。（第55～58条）

1 ）当該地域に本部を持つ、ICA 憲章が定める

Ａ会員（国立公文書館等）及びＢ会員（専門団

体・教育機関等）に相当する機関及び団体の少

なくとも半数が、その地域支部に所属していな

ければならない。

2 ）Ａ会員及びＢ会員に相当する機関及び団体が

地域支部に加盟するには、まず ICA に加盟し

ていなければならない。

3 ）Ｃ会員（アーカイブ関係機関）及びＤ会員（個

人会員）については、地域支部が自由に会員資

格を付与することができる。

4 ）自らが所属する地域に加え、他の地域支部に

も所属を希望する場合は、希望する地域支部役

員会の承認が必要。

5 ）地域支部は、議長、議長代理、事務局長その

他の役員を選出し、役員会を構成する。

6 ）地域支部の会員は、少なくとも 2 年に 1 度会

合を開かなければならない。

7 ）地域支部は、執行委員会の承認を得た上で、

ICA 憲章に沿った独自の地域支部憲章を制定

できる。

8 ）地域支部は、事務局が置かれている国で法律

に基づいた団体として登録することができる。

9 ）地域支部の議長及び役員は、記録及びアーカ

イブの管理・保存に関る機関、アーカイブに関

する研修・教育に関る機関の専門職員でなけれ

ばならない。

10）地域支部の議長の任期は最長 8 年とする。

2.9　セクション

憲章第62条は、「共通の専門的関心、活動を共

有する ICA の会員が、ICA の目標の更なる達成

と、専門的能力による共同作業の強化を希望する

場合、セクションを設けることができる。」と定

めている。現在、表 1 のように13のセクションが

活動している。セクションのメンバーはＢ、Ｃ、

Ｄ会員が中心で、独立の活動のみならず、PCOM

や地域支部と連携して、セミナーや研修、シンポ

ジウムなどの開催や、国際的なディレクトリの作

成などを行っている。日本の会員も、専門職団体

セクション（SPA）、教育研修セクション（SAE）、

企業労働セクション（SBL）の活動に積極的に参画

しており、2006年に第 2 回アジア太平洋アーカイ

ブズ学教育国際会議（SAE による会議）、2007年

に SPA 運営委員会、2011年に SBL 運営委員会が

日本で開催された。

3.	ICAによる国際標準、プロジェクト等

3.1　これまでに出された原則等

ICA は、アーカイブズに関係するあらゆる分

野の原則や標準の開発に取り組み、その成果を発

表してきた。中でも、本誌44号で紹介した公開に

関する30年原則（1968年）、記録史料記述の国際

標準ISAD（G）（1994年初版、2000年第 2 版）、13

アーキビストの倫理綱領（1996年）、14 アーカイブ

ズ及び現用記録に関する立法の諸原則（1996年）15

などが有名で、日本語にも訳されている。最近で

は、「世界アーカイブズ宣言」16 が2010年 9 月のオ

スロにおける年次総会で採択された。これは2007

年の CITRA ケベック会合で、ケベックアーキビ

スト協会が発表した「ケベックアーカイブ宣言」

に触発され、専門職団体セクション（SPA）のメ

ンバーが中心となって草案を作成し、アーカイブ

ズの特質や意義、アーキビストの役割、共に行う

べき活動等をまとめたものである。この宣言はそ

の後、元セネガル国立公文書館長で UNESCO 大

使の Papa Momar Diop 氏らの尽力により、2011

年11月10日のユネスコ総会にかけられ、総会決議

として採択された。すでに日本語を含む22ヶ国語

に翻訳されている。

これらの原則等は、特別に設置された委員会や

ワーキンググループのメンバーにより原案が作成

され、会員に対し意見募集を行った後、最終的に

年次総会で承認される。その後 ICA の印刷物や

HP で公開され、会員により各国語に翻訳されて

いる。現在、ベストプラクティス及び標準に関す

る委員会による「アーカイブズへのアクセスに関

する方針」草案に対する意見募集が行われており、
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2012年の年次総会における採択をめざして準備中

である。

3.2　ICA-AtoM

ICA では、実際のアーカイブズ活動に貢献す

るソフトウェアやツールの開発にも努めている。

2011年11月にバージョン1.2がリリースされた

ICA-AtoM は、アーカイブズ関係機関が、ICA

の国際標準にのっとってウェブ上で所蔵資料を公

開するための、無料のオープンソース・ソフト

ウェアである。AtoM は“Access to Memory”（記

憶へのアクセス）の略語。アラブ首長国連邦ドキュ

メンテーション・リサーチセンター、オランダ

アーカイブズ学院調査研究所、フランス公文書館

局、カナダ国立図書館公文書館、ユネスコみんな

のための情報プログラム、世界銀行図書館・アー

カイブズ開発部門などが開発資金を提供してい

る。プロジェクトのための運営委員会委員長は、

ICA 事務総長が務めている。ウェブサイトに随

時開発状況がアップされている。17

終わりに

ICA の活動は、各国政府等の財政的な負担に

加え、世界のアーカイブズのリーダーたちの熱意

と、未知の分野への果敢な挑戦の精神に支えられ

ている。ICAの多くのプロジェクトや国際標準は、

世界各国のアーキビストの無償の貢献無しには実

現しなかっただろう。ただ、言語の厚い壁もあり、

欧米地域に比べるとアジア地域からのプロジェク

ト等への参加度は低い。見方を変えれば、日本や

その他のアジア諸国のアーカイブズ関係者のニー

ズが、ICA の中枢部に十分届いていない、とい

うこともあるかもしれない。日本にもようやく公

文書管理法制ができ、専門職を養成する大学院も

開講して、アーカイブズ活動の基盤が少しずつ整

いつつある。若いアーキビストがこれから世界に

はばたき、ICA の活動に積極的に参加して、世

界のアーキビストと議論を戦わせるようになって

ほしいと願う。

今夏の ICA ブリスベン大会では、ICA の様々

な活動の成果が発表される予定である。当館では、

今後ブリスベン大会に関する情報を、館の HP を

通じて提供していく予定である。日本からも多く

のアーカイブズ関係者の参加が期待されており、

館からも代表団を派遣する予定で準備を進めてい

る。ブリスベン大会に関心のある方は、当館国際

担当（Tel. 03-3214-0641）までお問い合わせいた

だきたい。
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